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情報通信審議会議事規則（平成１３年１月１７日情報通信審議会決定第一号）の一部改正 

 

 

 

 

 

平成２１年８月２６日 

情報通信審議会事務局 



～情報通信審議会議事規則の一部改正～

① 諮問事項の会長権限による下部組織への付託
情報通信技術分科会、情報通信政策部会、電気通信事業政策部会及び郵政政策部会のそれぞれの所掌事務であって、

専決事項として定められていない事項に関して 急を要するような諮問事項が生じた場合 総会の開催を待たず 会

議事規則改正のポイント

専決事項として定められていない事項に関して、急を要するような諮問事項が生じた場合、総会の開催を待たず、会
長の権限により当該下部組織に付託し、審議を開始することができるよう規定を整備する。

② 専決事項の下部組織への付託の会長への義務づけ
運用上の手続として実施されてきた専決事項の下部組織への付託について、今回の改正に併せて明文化する。

③ その他

専決事項とし 定められ な 場合（①関係） 専決事項の場合（②関係）

・情報通信審議会決定第二号において定められていた情報通信技術分科会の専決事項については、今回の改正により
議事規則の本則に溶け込ませることから、この決定を廃止する。

・「付議」とされていた表現を「付託」に用語の統一を図る。

総 会 総務大臣
❶ 諮問

総務大臣

専決事項として定められていない場合（①関係） 専決事項の場合（②関係）

❺ 答申

❷ 付託

❶ 諮問

❶’ 諮問

会 長

❹ 報告

❸ 答申会 長

❷’ 付託

会 長

❶’ 付託

分科会・部会

❸ 審議

分科会・部会

❷ 審議

付託が行われたことについ
て、会長名で各委員に通知

※ 規定を設ける部分

※ 明定する部分
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情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
の
一
部
改
正
（
案
） 

 

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日 

 

 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
十
一
号 

 

情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
情
報
通
信
審
議
会

決
定
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
条
第
四
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
三
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、

同
条
第
二
項
中
「
付
議
」
を
「
付
託
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、

同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。 

 

２ 

情
報
通
信
審
議
会
令
（
以
下
「
審
議
会
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
、
Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｔ
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
及
び
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
Ｒ

へ
の
対
処
に
関
す
る
事
項 

二 

無
線
設
備
及
び
有
線
電
気
通
信
設
備
の
技
術
的
な
条
件
に
関
す
る
事

項 

３ 

会
長
は
、
前
項
に
定
め
る
事
項
に
関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
に
は
、
分

科
会
に
付
託
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

会
長
は
、
分
科
会
の
所
掌
事
務
（
第
二
項
に
定
め
る
事
項
を
除
く
。
）
に

関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

分
科
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
十
一
条
第
七
項
を
同
条
十
二
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
付
議
」
を
「
付

託
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
一
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
付
議
」
を

「
付
託
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の

五
項
を
加
え
る
。 

 

５ 

第
一
項
の
部
会
の
委
員
等
、
所
掌
、
専
決
事
項
（
審
議
会
令
第
六
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
事

項
を
い
う
。
）
及
び
委
員
会
（
以
下
「
所
掌
等
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
一

か
ら
別
記
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

６ 

第
二
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

７ 

第
三
項
の
特
別
部
会
の
所
掌
等
は
、
そ
の
設
置
の
と
き
に
審
議
会
又
は

分
科
会
に
お
い
て
定
め
る
。 

８ 

会
長
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
分
科
会
長
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
専
決
事
項
に
関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

部
会
に
付
託
す
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

会
長
は
、
部
会
の
所
掌
に
関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

  

第
十
二
条
を
削
る
。 

 

附 

則 
 
 

１ 

こ
の
決
定
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

情
報
通
信
技
術
分
科
会
の
専
決
事
項
（
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
情
報

通
信
審
議
会
決
定
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

3



情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号
）
の
一
部
改
正
（
案
）
新
旧
対
照
条
文 

 

○
情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則
（
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 
 
 

行 

第
一
条
～
第
九
条 

（
略
） 

（
分
科
会
） 

第
十
条 

情
報
通
信
技
術
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の

手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

を
準
用
す
る
。 

２ 

情
報
通
信
審
議
会
令
（
以
下
「
審
議
会
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
、
Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｔ
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
及
び
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
Ｒ

へ
の
対
処
に
関
す
る
事
項 

二 

無
線
設
備
及
び
有
線
電
気
通
信
設
備
の
技
術
的
な
条
件
に
関
す
る
事

項 

３ 

会
長
は
、
前
項
に
定
め
る
事
項
に
関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
に
は
、
分

科
会
に
付
託
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

会
長
は
、
分
科
会
の
所
掌
事
務
（
第
二
項
に
定
め
る
事
項
を
除
く
。
）
に

関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

分
科
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

分
科
会
へ
の
付
託
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
及
び
分
科
会
長

が
協
議
す
る
。 

６ 

分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

７ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営

第
一
条
～
第
九
条 

（
略
） 

（
分
科
会
） 

第
十
条 

情
報
通
信
技
術
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の

手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定

を
準
用
す
る
。 

            
２ 
分
科
会
へ
の
付
議
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
及
び
分
科
会
長

が
協
議
す
る
。 

３ 

分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営

（別 添） 
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に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
部
会
） 

第
十
一
条 

審
議
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

 

一 

情
報
通
信
政
策
部
会 

 

二 

電
気
通
信
事
業
政
策
部
会 

 

三 

郵
政
政
策
部
会 

２ 

分
科
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

 

一 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
部
会 

 

二 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｔ
部
会 

３ 

審
議
会
又
は
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審

議
さ
せ
る
た
め
部
会
（
以
下
「
特
別
部
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。 

４ 

部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第

九
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

５ 

第
一
項
の
部
会
の
委
員
等
、
所
掌
、
専
決
事
項
（
審
議
会
令
第
六
条
第
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
事
項
を

い
う
。）
及
び
委
員
会
（
以
下
「
所
掌
等
」
と
い
う
。）
は
、
別
記
一
か
ら
別

記
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

６ 

第
二
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

７ 

第
三
項
の
特
別
部
会
の
所
掌
等
は
、
そ
の
設
置
の
と
き
に
審
議
会
又
は
分

科
会
に
お
い
て
定
め
る
。 

８ 

会
長
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
分
科
会
長
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
は
、
専
決
事
項
に
関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
部

会
に
付
託
す
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

会
長
は
、
部
会
の
所
掌
に
関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
部
会
） 

第
十
一
条 

審
議
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

 

一 

情
報
通
信
政
策
部
会 

 

二 

電
気
通
信
事
業
政
策
部
会 

 

三 

郵
政
政
策
部
会 

２ 

分
科
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

 

一 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
部
会 

 

二 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｔ
部
会 

３ 

審
議
会
又
は
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審

議
さ
せ
る
た
め
部
会
（
以
下
「
特
別
部
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
が
で

き
る
。 

４ 

部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第

九
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 
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10 

部
会
へ
の
付
託
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
又
は
分
科
会
長
及

び
関
係
部
会
長
が
協
議
す
る
。 

11 
部
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
付
託
に
係
る
審
議
会
又
は
分
科
会
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

12 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

        

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
一
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号 

 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
四
号 

  

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 

平
成
十
四
年
八
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
七
号 

５ 

部
会
へ
の
付
議
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
又
は
分
科
会
長
及

び
関
係
部
会
長
が
協
議
す
る
。 

６ 

部
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
付
議
に
係
る
審
議
会
又
は
分
科
会
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
部
会
の
所
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

前
条
第
一
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
別
記
一
か
ら
別
記
三
の
と
お

り
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

前
条
第
三
項
の
特
別
部
会
の
所
掌
は
、
そ
の
設
置
の
と
き
に
審
議
会
又
は

分
科
会
に
お
い
て
定
め
る
。 

  

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
一
月
十
七
日 

 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号 

 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
四
号 

  

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 
則 

 
 

平
成
十
四
年
八
月
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
七
号 
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こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 
則 

 
 

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号 

  

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 

平
成
十
八
年
八
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号 

  

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
十
号 

  

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
十
一
号 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

情
報
通
信
技
術
分
科
会
の
専
決
事
項
（
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
情
報

通
信
審
議
会
決
定
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 

 

  

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号 

  

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 

平
成
十
八
年
八
月
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号 

  

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 
 

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
十
号 

  

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
七
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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情
報
通
信
技
術
分
科
会
の
専
決
事
項 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

平

成

十

三

年

一

月

十

七

日

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
二
号 

   

情
報
通
信
審
議
会
令
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
通
信

技
術
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。 

 

１ 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
、
Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｔ
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
及
び 

 
 

Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
Ｒ
へ
の
対
処
に
関
す
る
事
項 

２ 

無
線
設
備
及
び
有
線
電
気
通
信
設
備
の
技
術
的
な
条
件
に
関

す
る
事
項 

   

（参 考）
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○
情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

平
成
十
三
年
一
月
十
七
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
四
号 

平

成

十

四

年

八

月

七

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
七
号 

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

改
正 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号 

 

平

成

十

八

年

八

月

一

日 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号 

 

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
十
号   

（
目
的
） 

第
一
条 

情
報
通
信
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続

そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
会
議
の
招
集
） 

第
二
条 

審
議
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集
す

る
。 

２ 

会
長
は
、
会
議
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
（
議
事
に
関
係

の
あ
る
臨
時
委
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
あ
ら
か
じ
め
議
題
、
日

時
及
び
場
所
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

会
長
は
、
特
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
に
対
し

文
書
に
よ
る
審
議
を
行
う
こ
と
を
通
知
し
、
会
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

な
お
、
こ
の
会
議
を
行
っ
た
場
合
は
、
会
長
が
召
集
す
る
次
の
会
議
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
議
長
） 

第
三
条 

会
長
は
、
総
会
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

（
諮
問
及
び
答
申
等
） 

第
四
条 

審
議
会
に
対
す
る
諮
問
は
、
総
務
大
臣
は
文
書
を
も
っ
て
行
い
、

か
つ
、
効
率
的
な
審
議
が
行
え
る
よ
う
に
必
要
な
資
料
を
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

審
議
会
の
答
申
又
は
意
見
は
文
書
を
も
っ
て
行
う
。 

３ 

会
長
は
、
委
員
の
中
か
ら
起
草
委
員
を
命
じ
、
答
申
又
は
意
見
の
案
の

起
草
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

答
申
書
は
、
委
員
の
間
に
お
い
て
見
解
の
分
か
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

複
数
の
意
見
を
並
記
す
る
な
ど
、
審
議
の
結
果
と
し
て
委
員
の
多
様
な
意

見
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

（
意
見
の
聴
取
） 

第
五
条 

審
議
会
は
、
そ
の
調
査
審
議
に
当
た
り
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

当
該
調
査
審
議
事
項
と
関
連
す
る
利
害
関
係
者
そ
の
他
の
参
考
人
か
ら
公

聴
会
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（改正前） 
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２ 
前
項
に
よ
る
ほ
か
、
国
民
生
活
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
事
項
を
調
査
審

議
す
る
に
当
た
り
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
広
く
国
民
か
ら
意
見
を
募
集

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

審
議
会
は
、
前
二
項
の
意
見
の
聴
取
又
は
募
集
に
係
る
事
項
の
調
査
審
議

に
当
た
り
、
聴
取
又
は
募
集
し
た
意
見
を
参
考
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
に
よ
り
聴
取
又
は
募
集
し
た
意
見
は
、
こ
れ
を
整
理

し
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
の
出
席
） 

第
六
条 

会
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
の
職
員
の
会
議
へ
の
出
席

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
議
事
録
） 

第
七
条 

審
議
会
は
、
開
催
し
た
会
議
に
つ
い
て
議
事
録
を
作
成
し
、
次
の
事

項
を
記
載
す
る
。 

一 

開
催
の
日
時
（
開
会
及
び
閉
会
の
時
刻
を
含
む
。
）
及
び
場
所 

二 

出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名 

三 

出
席
し
た
利
害
関
係
者
及
び
そ
の
他
の
参
考
人
の
氏
名 

四 

出
席
し
た
関
係
職
員
の
所
属
及
び
氏
名 

五 

議
題 

六 

調
査
審
議
の
内
容 

七 

議
決
事
項 

八 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 ２ 

議
事
録
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
の
委
員
等
の
確
認
を
得
て
作
成
し
、

会
長
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

（
議
事
録
等
の
保
存
） 

第
八
条 

会
議
に
配
付
さ
れ
た
資
料
及
び
議
事
録
（
以
下
「
議
事
録
等
」
と

い
う
。
）
は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
保
存
す
る
。 

（
会
議
の
公
開
） 

第
九
条 

会
議
は
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り

当
事
者
又
は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合

に
あ
っ
て
は
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

議
事
録
等
は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
閲
覧
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
議
事
録
等
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
又

は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
会
議
を
非
公
開
と
す
る
場
合
又
は
前

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
等
を
非
公
開
と
す
る
場
合
は
、
そ
の

理
由
を
公
表
す
る
。 

４ 

議
事
録
が
公
開
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
審
議
会
の
事
務
局
は
、
議
事
概
要

を
速
や
か
に
作
成
し
、
会
長
の
承
認
を
得
て
公
開
す
る
。 

（
分
科
会
） 

第
十
条 

情
報
通
信
技
術
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の

手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

定
を
準
用
す
る
。 

２ 
分
科
会
へ
の
付
議
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
及
び
分
科
会

長
が
協
議
す
る
。 
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３ 
分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
部
会
） 

第
十
一
条 

審
議
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

一 

情
報
通
信
政
策
部
会 

二 

電
気
通
信
事
業
政
策
部
会 

三 

郵
政
政
策
部
会 

２ 

分
科
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

 

一 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
部
会 

 

二 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｔ
部
会 

３ 

審
議
会
又
は
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
の
事
項
を
調
査
審

議
さ
せ
る
た
め
部
会
（
以
下
「
特
別
部
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
が
で
き

る
。 

４ 

部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第

九
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

５ 

部
会
へ
の
付
議
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
又
は
分
科
会
長
及

び
関
係
部
会
長
が
協
議
す
る
。 

６ 

部
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
付
議
に
係
る
審
議
会
又
は
分
科
会
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

７ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に

関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
部
会
の
所
掌
事
務
） 

第
十
二
条 

前
条
第
一
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
別
記
一
か
ら
別
記
三
の
と

お
り
と
す
る
。 

２ 

前
条
第
二
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

３ 

前
条
第
三
項
の
特
別
部
会
の
所
掌
は
、
そ
の
設
置
の
と
き
に
審
議
会
又

は
分
科
会
に
お
い
て
定
め
る
。 

   
 

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
一
月
十
七
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
四
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平

成

十

四

年

八

月

七

日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
七
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
四
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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附 
則 

 
 

平

成

十

八

年

八

月

一

日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
十
号 

 

こ
の
決
定
は
、
平
成
二
十
年
七
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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情
報
通
信
政
策
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

１ 

委
員
等 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員 

２ 

所 

掌 

一 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
基
本
的
か
つ
総
合
的
な

政
策
に
関
す
る
調
査
審
議
（
他
部
会
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
） 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
今
後
の
発
展
方
策
に
関
す
る
こ
と 

３ 

委
員
会 

一 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す

る
た
め
、
主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る 

二 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

     

  
 

別

記

一
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電
気
通
信
事
業
政
策
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 １ 

委
員
等 

 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

２ 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
及
び
有
線
放
送
電
話

業
務
の
政
策
に
関
す
る
調
査
審
議 

３ 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

一 

接
続
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

二 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
公
益
事
業
者
の
電
柱
・
管
路
等
の
使
用

に
関
す
る
事
項 

三 

電
気
通
信
番
号
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

四 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問

事
項 

４ 

委
員
会 

一 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

 

 

別

記

二
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郵
政
政
策
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

１ 

委
員
等 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

２ 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
郵
便
事
業
、
郵
便
局
の
活
用
に
よ
る

地
域
住
民
の
利
便
の
増
進
、
社
会
・
地
域
貢
献
基
金
及
び
郵
便
認
証
司
に
関

す
る
調
査
審
議 

３ 

専
決
事
項 

前
項
の
調
査
審
議
に
係
る
決
議
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て

審
議
会
の
決
議
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

４ 

委
員
会 

一 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

    

 

別

記

三
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○
情
報
通
信
審
議
会
議
事
規
則 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
三
年
一
月
十
七
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
四
号 

平

成

十

四

年

八

月

七

日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
七
号 

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号 

平

成

十

八

年

八

月

一

日 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号 

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日 

 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
十
号 

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日 

 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
十
一
号 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

情
報
通
信
審
議
会
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の
手
続

そ
の
他
審
議
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

（
会
議
の
招
集
） 

第
二
条 

審
議
会
の
会
議
（
以
下
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
会
長
が
招
集
す

る
。 

２ 

会
長
は
、
会
議
を
招
集
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
委
員
（
議
事
に
関
係

の
あ
る
臨
時
委
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
対
し
あ
ら
か
じ
め
議
題
、
日

時
及
び
場
所
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

会
長
は
、
特
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
委
員
に
対
し

文
書
に
よ
る
審
議
を
行
う
こ
と
を
通
知
し
、
会
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

な
お
、
こ
の
会
議
を
行
っ
た
場
合
は
、
会
長
が
召
集
す
る
次
の
会
議
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
議
長
） 

第
三
条 

会
長
は
、
総
会
の
議
長
と
な
り
、
議
事
を
整
理
す
る
。 

（
諮
問
及
び
答
申
等
） 

第
四
条 

審
議
会
に
対
す
る
諮
問
は
、
総
務
大
臣
は
文
書
を
も
っ
て
行
い
、

か
つ
、
効
率
的
な
審
議
が
行
え
る
よ
う
に
必
要
な
資
料
を
添
付
す
る
も
の

と
す
る
。 

２ 

審
議
会
の
答
申
又
は
意
見
は
文
書
を
も
っ
て
行
う
。 

３ 

会
長
は
、
委
員
の
中
か
ら
起
草
委
員
を
命
じ
、
答
申
又
は
意
見
の
案
の

起
草
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

答
申
書
は
、
委
員
の
間
に
お
い
て
見
解
の
分
か
れ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、

複
数
の
意
見
を
並
記
す
る
な
ど
、
審
議
の
結
果
と
し
て
委
員
の
多
様
な
意

見
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。 

（
意
見
の
聴
取
） 

第
五
条 
審
議
会
は
、
そ
の
調
査
審
議
に
当
た
り
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、

（改正後） 

改
正 
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当
該
調
査
審
議
事
項
と
関
連
す
る
利
害
関
係
者
そ
の
他
の
参
考
人
か
ら
公

聴
会
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
意
見
を
聴
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

前
項
に
よ
る
ほ
か
、
国
民
生
活
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
事
項
を
調
査
審

議
す
る
に
当
た
り
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
広
く
国
民
か
ら
意
見
を
募
集

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

審
議
会
は
、
前
二
項
の
意
見
の
聴
取
又
は
募
集
に
係
る
事
項
の
調
査
審
議

に
当
た
り
、
聴
取
又
は
募
集
し
た
意
見
を
参
考
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

第
一
項
及
び
第
二
項
に
よ
り
聴
取
又
は
募
集
し
た
意
見
は
、
こ
れ
を
整
理

し
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
職
員
の
出
席
） 

第
六
条 

会
長
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
の
職
員
の
会
議
へ
の
出
席

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
議
事
録
） 

第
七
条 

審
議
会
は
、
開
催
し
た
会
議
に
つ
い
て
議
事
録
を
作
成
し
、
次
の
事

項
を
記
載
す
る
。 

一 

開
催
の
日
時
（
開
会
及
び
閉
会
の
時
刻
を
含
む
。
）
及
び
場
所 

二 

出
席
し
た
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員
の
氏
名 

三 

出
席
し
た
利
害
関
係
者
及
び
そ
の
他
の
参
考
人
の
氏
名 

四 

出
席
し
た
関
係
職
員
の
所
属
及
び
氏
名 

五 

議
題 

六 

調
査
審
議
の
内
容 

七 

議
決
事
項 

八 

そ
の
他
必
要
な
事
項 

 

２ 

議
事
録
は
、
前
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
の
委
員
等
の
確
認
を
得
て
作
成

し
、
会
長
の
承
認
を
得
る
も
の
と
す
る
。 

（
議
事
録
等
の
保
存
） 

第
八
条 

会
議
に
配
付
さ
れ
た
資
料
及
び
議
事
録
（
以
下
「
議
事
録
等
」
と

い
う
。
）
は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
保
存
す
る
。 

（
会
議
の
公
開
） 

第
九
条 

会
議
は
、
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
会
議
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り

当
事
者
又
は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が

あ
る
場
合
そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合

に
あ
っ
て
は
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

議
事
録
等
は
、
審
議
会
の
事
務
局
に
お
い
て
閲
覧
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
公
開
す
る
。
た
だ
し
、
議
事
録
等
を
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
当
事
者
又

は
第
三
者
の
権
利
、
利
益
や
公
共
の
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

そ
の
他
の
会
長
が
非
公
開
と
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
め
た
場
合
、
そ
の
全

部
又
は
一
部
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
会
議
を
非
公
開
と
す
る
場
合
又
は
前

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
議
事
録
等
を
非
公
開
と
す
る
場
合
は
、
そ
の

理
由
を
公
表
す
る
。 

４ 

議
事
録
が
公
開
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
審
議
会
の
事
務
局
は
、
議
事
概
要

を
速
や
か
に
作
成
し
、
会
長
の
承
認
を
得
て
公
開
す
る
。 

（
分
科
会
） 

第
十
条 

情
報
通
信
技
術
分
科
会
（
以
下
「
分
科
会
」
と
い
う
。
）
の
議
事
の

手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

定
を
準
用
す
る
。 
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２ 
情
報
通
信
審
議
会
令
（
以
下
「
審
議
会
令
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
、
分
科
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
事
項
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
、
Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｔ
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
及
び
Ｃ
Ｉ
Ｓ
Ｐ
Ｒ

へ
の
対
処
に
関
す
る
事
項 

二 

無
線
設
備
及
び
有
線
電
気
通
信
設
備
の
技
術
的
な
条
件
に
関
す
る
事

項 

３ 

会
長
は
、
前
項
に
定
め
る
事
項
に
関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
に
は
、
分

科
会
に
付
託
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

会
長
は
、
分
科
会
の
所
掌
事
務
（
第
二
項
に
定
め
る
事
項
を
除
く
。
）
に

関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

分
科
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

５ 

分
科
会
へ
の
付
託
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
及
び
分
科
会
長

が
協
議
す
る
。 

６ 

分
科
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

７ 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
分
科
会
の
運
営

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
分
科
会
長
が
分
科
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

（
部
会
） 

第
十
一
条 

審
議
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

一 

情
報
通
信
政
策
部
会 

二 

電
気
通
信
事
業
政
策
部
会 

三 

郵
政
政
策
部
会 

２ 

分
科
会
に
、
次
の
部
会
を
置
く
。 

 

一 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｒ
部
会 

 

二 

Ｉ
Ｔ
Ｕ
―
Ｔ
部
会 

３ 

審
議
会
又
は
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
別
の
事
項
を
調
査

審
議
さ
せ
る
た
め
部
会
（
以
下
「
特
別
部
会
」
と
い
う
。
）
を
置
く
こ
と
が

で
き
る
。 

４ 

部
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら

第
九
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

５ 

第
一
項
の
部
会
の
委
員
等
、
所
掌
、
専
決
事
項
（
審
議
会
令
第
六
条
第

六
項
の
規
定
に
よ
り
、
部
会
の
議
決
を
も
っ
て
審
議
会
の
議
決
と
す
る
事

項
を
い
う
。
）
及
び
委
員
会
（
以
下
「
所
掌
等
」
と
い
う
。
）
は
、
別
記
一

か
ら
別
記
三
の
と
お
り
と
す
る
。 

６ 

第
二
項
の
部
会
の
所
掌
等
は
、
分
科
会
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

７ 

第
三
項
の
特
別
部
会
の
所
掌
等
は
、
そ
の
設
置
の
と
き
に
審
議
会
又
は

分
科
会
に
お
い
て
定
め
る
。 

８ 

会
長
（
分
科
会
に
置
か
れ
る
部
会
に
あ
っ
て
は
分
科
会
長
。
次
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
は
、
専
決
事
項
に
関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該

部
会
に
付
託
す
る
も
の
と
す
る
。 

９ 

会
長
は
、
部
会
の
所
掌
に
関
し
て
諮
問
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ
て
、
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

10 

部
会
へ
の
付
託
に
つ
い
て
疑
義
の
あ
る
と
き
は
、
会
長
又
は
分
科
会
長

及
び
関
係
部
会
長
が
協
議
す
る
。 

11 
部
会
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
次
の
付
託
に
係
る
審
議
会
又
は
分
科
会
に

報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

12 

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手
続
そ
の
他
部
会
の
運
営
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に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
部
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。 

  
 

附 
則 

 
 

平
成
十
三
年
一
月
十
七
日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
一
号 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平
成
十
三
年
三
月
二
十
八
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
四
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
三
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平

成

十

四

年

八

月

七

日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
七
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
四
年
八
月
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平
成
十
六
年
一
月
二
十
八
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
八
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平

成

十

八

年

八

月

一

日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
九
号 

こ
の
決
定
は
、
平
成
十
八
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

附 

則 
 
 

平
成
二
十
年
六
月
二
十
七
日 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
十
号 

 

こ
の
決
定
は
、
平
成
二
十
年
七
月
四
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

附 

則 
 
 

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日 

 
 
 
 
 
 
 
 

情
報
通
信
審
議
会
決
定
第
十
一
号 

 

１ 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

情
報
通
信
技
術
分
科
会
の
専
決
事
項
（
平
成
十
三
年
一
月
十
七
日
情

報
通
信
審
議
会
決
定
第
二
号
）
は
、
廃
止
す
る
。 
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情
報
通
信
政
策
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

１ 

委
員
等 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
、
臨
時
委
員
及
び
専
門
委
員 

２ 

所 

掌 

一 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
基
本
的
か
つ
総
合
的
な

政
策
に
関
す
る
調
査
審
議
（
他
部
会
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
） 

二 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
今
後
の
発
展
方
策
に
関
す
る
こ
と 

３ 

委
員
会 

一 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す

る
た
め
、
主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る 

二 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 

     

  
 

別

記

一
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電
気
通
信
事
業
政
策
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 １ 

委
員
等 

 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

２ 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
電
気
通
信
事
業
及
び
有
線
放
送
電
話

業
務
の
政
策
に
関
す
る
調
査
審
議 

３ 

専
決
事
項 

 

次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て
審
議
会
の
決
議
と
す

る
。 

一 

接
続
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

二 

認
定
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
る
公
益
事
業
者
の
電
柱
・
管
路
等
の
使
用

に
関
す
る
事
項 

三 

電
気
通
信
番
号
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問
事
項 

四 

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
制
度
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
諮
問

事
項 

４ 

委
員
会 

一 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 
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郵
政
政
策
部
会
の
所
掌
等
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

１ 

委
員
等 

会
長
の
指
名
す
る
委
員
及
び
専
門
委
員 

２ 

所 

掌 

 

審
議
会
の
所
掌
す
る
事
項
の
う
ち
、
郵
便
事
業
、
郵
便
局
の
活
用
に
よ
る

地
域
住
民
の
利
便
の
増
進
、
社
会
・
地
域
貢
献
基
金
及
び
郵
便
認
証
司
に
関

す
る
調
査
審
議 

３ 

専
決
事
項 

前
項
の
調
査
審
議
に
係
る
決
議
に
つ
い
て
は
、
当
部
会
の
決
議
を
も
っ
て

審
議
会
の
決
議
と
す
る
。
た
だ
し
、
会
長
が
特
に
重
要
と
認
め
る
事
項
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

４ 

委
員
会 

一 

部
会
長
は
、
部
会
の
審
議
す
べ
き
事
項
を
分
割
し
て
調
査
す
る
た
め
、

主
査
を
長
と
す
る
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

二 

委
員
会
の
構
成
、
議
事
の
手
続
、
そ
の
他
そ
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
部
会
長
が
定
め
る
。 
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